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令和４年 第２回 教育委員会会議録 

１．開会日時 令和４年２月２４日（木） 午後３時３０分 

２．場  所 豊玉文化会館 研修室 

３．出席委員 一宮委員、佐伯委員、斎藤委員、早田委員 

４．出 席 者 
永留教育長、八島教育部長、庄司次長兼教育総務課長、吉野学校教育

課長、梅野生涯学習課長、川辺文化財課長 

５．会議書記 佐伯課長補佐 

６．閉会日時 令和４年２月２４日（木） 午後５時３０分 

７．議 事 

 日程第 １ 

  

日程第 ２ 

  

日程第 ３ 

  

日程第 ４ 

 

日程第 ５ 

 

日程第 ６ 

 

 

日程第 ７ 

 

日程第 ８ 

 

 

 

会議録署名委員の指名 

 

会期日程の決定 

 

教育長諸報告 

 

議案第３号 令和４年度教職員の異動に関する内申について 

       

報告第３号 令和４年度一般会計当初予算（教育費）について 

       

報告第４号 令和４年度対馬市島っこ留学里親及び留学生決定につい

て 

 

報告第５号 要保護及び準要保護児童生徒の認定等について 

 

その他 
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永留教育長 はい、ただいまから令和４年第２回対馬市教育委員会議を開会いた

します。議事の進行につきましては、対馬市教育委員会会議規則によ

り進めさせていただきたいと思います。では日程第１「会議録署名委

員の指名」を行います。今回の会議録署名委員は佐伯委員さん及び早

田委員さんを指名します。よろしくお願いします。 

佐伯委員・早

田委員 

はい。お願いします。 

永留教育長 続きまして日程第２会期日程の決定でありますが、お諮りします。

本会議に会期は本日１日にしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

会場 異議なし。 

永留教育長 異議なしのようです。したがって会期は本日２月２４日の１日とい

たします。会議運営につきましてご協力をお願いいたします。次に日

程第３「教育長諸報告」を行います。資料の２ページをご覧くださ

い。 

２月１日に文化財保護ネットワーク関係者会議を開いております。

これは平成２４年に仏像盗難事件が起きた事を契機に発足した会議で

す。今回の主な議題は、対馬市の防犯対策について、それからもう一

つ峰町ふるさと宝物館改修工事についての報告を行っております。そ

れから２日に市民美術展表彰と書いておりますけれども、市民美術展

が今年で１８回目を迎えております。この市民美術展に作品を１０回

にわたり出展していただいた方を表彰しているわけですけれども、今

年は３名の該当者がありました。そのうち当日は２名に参加をしてい

ただいて、表彰を行っております。それから３日、４日都市教育長

会。佐世保で実施の予定でしたけども、コロナで１日目はＷＥＢ会議

で実施、２日目は中止となっております。あと２月の月はコロナ第６

波の関係でほとんどの会議、研修会等が中止となりました。あまり仕

事をしておりません。その中で、１６日に対馬藩お船江跡総合保全検

討委員会を入れておりますけども、これは前日の１５日からお船江の

現地で視察を行っております。２日目となる１６日はＷＥＢ会議で実

施をいたしましたので私は参加をしておりません。今日から対馬市議

会が始まりました。ちなみにコロナ第６波関連の感染者の状況を紹介

をしていきたいと思いますけども、１月から本日まで対馬市での感染

者が３５名確認されています。この中には小中学生も含まれておるわ

けですけれども、クラスター等は発生はしておりませんので、一部の

学校で１日だけ臨時休校をしましたが、他は大きくならずに済んでお
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ります。以上で諸報告を終わります。報告事項について何か質疑等あ

りましたら、「その他」の項でお受けをしたいと思います。 

ここでちょっと１ページのほうで、１ページの議事日程をご覧くだ

さい。お諮りをしたいんですけれども、日程第４以降の進行につい

て、お諮りをしたいと思います。日程第４議案第３号令和４年度教職

員の異動に関する内申について、これは説明のあと検討をしていただ

く時間を少し取りたいと思いますので、この日程第４を日程第７の後

に持ってきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

会場 「異議なし。」の声。 

永留教育長 はい。ではそういうことにさせていただきます。それでは日程第５

報告第３号「令和４年度一般会計当初予算（教育費）について」を議

題とします。事務局から説明と報告をお願いします。 

庄司次長 教育長。教育総務課長。 

永留教育長 はい。庄司次長。 

庄司次長 はい。それでは報告第３号「令和４年度対馬市一般会計予算（教育

費）」について説明いたします。この予算案につきましては、本日から

開催の対馬市議会第１回定例会に提案されております。この資料を作

ったときにはまだ日程が決まっておりませんでしたので、報告のほう

には見込みがあるということで記載をさせていただいております。私

からは教育総務課及び学校教育課所管に係るもので、主なもののみ説

明いたします。別冊の令和４年度一般会計予算（教育費）資料の１ペ

ージをお開きください。この表は第２次対馬市総合計画から見る教育

行政体系図としてビジョン実現に向けた施策の全体像から教育行政と

の関わりを記載しています。２ページは教育委員会４課の体系図とな

っております。郷土を愛する人材（つしまっ子）の育成を指標に掲

げ、４課それぞれが安心して学べる学校教育環境の構築、地域の特性

を生かした生涯学習の推進、学校・地域との連携、つしま特有の文化

財の保護と活用、等を目標として、それぞれの関わりについてまとめ

ています。また、市の第２次対馬市総合基本計画や教育大綱とも俯瞰

しながら教育委員会各課と国、県の行政機関をはじめ、市長部局、地

域等との地域等も含め関連部局と連携することによる体系図を示して

います。３ページは教育総務課、学校教育課のフロー図です。安心し

て学べる学校教育環境の構築を目標に掲げており、具体的には学校施

設の環境整備と教育環境の充実を掲げ施策の事業内容としてはそれぞ

れの項目の罫線で囲んだ部分となります。６ページをお願いいたしま

す。令和４年度の教育費歳出予算は目別予算内訳に示しているとおり
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です。予算表といたしましては一番下の歳出合計をご覧ください。２

６億１，３６３万９千円となります。前年度当初予算と比較いたしま

すと４億３，９６９万６千円の減額で－１４．４％の伸び率となって

おります。ただ、市長部局の所管である博物館費を除きますと教育委

員会所管の予算としては１，３０９万４千円の減額で－５％の伸びと

なっております。人件費を除いて区分に沿って前年度と比較し増減の

大きいものだけを説明いたします。７ページから１３ページは主な事

業についての内容説明ですので、ご参考にご覧いただければと思いま

す。１４ページからの資料に種目ごとに記載しておりますので、そち

らをご覧ください。 

まず１目、教育委員会費につきましては前年度と大きく変わったと

ころはございません。２目、事務局費では１５ページの１８節、負担

金、補助及び交付金は対象者見込み増による、離島留学生ホームステ

ィ補助金を増額しておりますが、島っこ留学推進事業補助金を里親の

終了にともなう受け入れ数の減等により減額しております。１６ペー

ジの３目、教職員住宅管理費は入居不可能な仁田小学校の教職員住宅

３戸と東部中学校教職員住宅１戸を解体するための設計監理等委託料

や解体工事費が増額となっております。小学校費につきましては、１

目、学校管理費が前年度に比べ３，７０７万８千円減額となっていま

す。主な要因は厳原北小学校、お荷物専用昇降機改修工事や今里小学

校敷地周辺フェンス設置工事の終了にともなう１２節、委託料の設計

監理委託料や１４節、工事請負費の減によるものや、１３節、使用料

及び賃借料でＩＣＴ機器借り上げ料のリース期間満了にともなう、期

間満了機器の再リースをしたことにより減額しております。 

次に１７ページ下の方から１８ページにかけまして、教育振興費に

ついて記載しております。増額の主な要因は１２節、委託料の通学バ

スの運行委託料が減額となっておりますけれども、１３節の使用料及

び賃借料で内山地区に来年度からスクールタクシー利用者がいますの

でその車借り上げ料など計上したことによるもののほか、１７節、備

品購入費でスクールバス購入にかかる車両の大きさの違いによる、ス

クールバス購入費の増などになっております。続きまして３目、学校

建設費は令和３年度につきましてはトイレ洋式化工事を前倒しで前年

度予算に補正予算に計上していたため、当初予算計上はありませんで

したが、４年度は当初予算に計上していること、また厳原小学校改築

にかかる基本設計委託料を計上したことによる１２節委託料、１４節

工事請負費の増となっております。続きまして、中学校費の学校管理
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費は１０節、需用費の学校数減による光熱水費の減額や１２節、委託

料及び１４節、工事請負費は雞知中学校の校舎屋上防水工事実施のた

めに増額しております。１３節、使用料及び賃借料は小学校費同様Ｉ

ＣＴ機器借り上げ料のリース期間満了にともない期間満了となってい

る機器について再びリースをすることで減額となっております。また

１７節、備品購入費では不具合が発生しているテレビの替え及び電波

法の改正にともなうワイヤレスマイクの購入費用を計上し増額となっ

ております。２０ページをお願いします。教育振興費ですが１３節、

使用料及び賃借料でスクールタクシーの１地区終了による減。１８

節、負担金、補助及び交付金で令和２年度に新型コロナ感染症のため

に中止した修学旅行を令和３年度は２学年分実施する学校が５校あり

ましたけれども、４年度につきましては同様の実施が２校のみとなっ

たことや隔年実施校の変動による修学旅行費の減額となっておりま

す。３目、学校建設費の減額は３年度は３校分の工事、設計、監理委

託料を計上しておりましたが、４年度につきましては厳原中学校外壁

改修工事１校分のみの計上となったため減額となっております。２１

ページの幼稚園費につきましては、１０節、需用費で鶏鳴幼稚園の壁

クロスや園児トイレなどの修繕完了による減額。２２ページの１２

節、委託料で旧厳原北幼稚園、現親愛こども園ですけれども、園舎解

体にかかる負担割合協議のための解体費用算出にかかる設計委託料を

増額しております。また１４節、工事請負費で比田勝こども園浸水対

策擁壁設置工事完了による減額となっております。少し飛びまして３

０ページお願いいたします。学校給食費でございますが、全体予算と

して４，６６７万５千円の減額となっておりますが、減額の内容とし

ましては、１０節、需用費で食器等購入のための消耗品や調理設備の

修繕料が減額となっております。１２節、委託料で学校給食会委託料

の減額。また峰学校給食共同調理場改修工事完了により、１２節委託

料、１４節工事請負費の減額や、１７節備品購入費で給食運搬車の購

入費用を計上しておりますけれども、この給食運搬車につきましては

３年度とは車両タイプの相違による減額となっております。以上、教

育総務課及び学校教育課に関する予算案の内容説明を終わらせていた

だきます。 

梅野課長 教育長。生涯学習課長。 

永留教育長 はい。梅野課長。 

梅野課長 それでは生涯学習課関係の令和４年度当初予算についてご説明させ

ていただきます。資料の４ページをお願いいたします。先ほど教育総
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務課長のほうからも説明がございましたが、４ページのフロー図に示

しております地域の特性を生かした生涯学習の推進を図っていくこと

を目標にして、令和４年度においても各種事業に取り組んでまいりた

いと考えております。 

それでは予算の概要についてご説明させていただきます。２２ペー

ジをお願いします。まず中段からの５項社会教育費についてご説明い

たします。１目、社会教育総務費ですが、２節、給料から４節、共済

費までの人件費は市長部局の総務部所管でございますので内容につい

ては省略させていただきます。１目、社会教育費は主に成人教育や青

少年教育、人権同和教育、芸術文化事業等にかかる経費や社会教育関

係団体等への補助金、社会教育委員の活動等に係る予算でございま

す。増額の大きなものは、７節、報償費で子ども教育運営委員謝礼の

増額。これにつきましては、運営委員の勤務体系、時間等の増加、ま

た開催日数等の増加で増額となっております。また新規として同じく

報償費の全国大会等出場祝金を計上しております。これについては近

年、高齢者のグランドゴルフ大会とかで国体の出場をされる団体が出

てきたり、また子ども達の方でも久田小学校さんとかでダンスクラブ

をされてある子どもさん方が全国大会に出場されるとか、そういう目

覚ましい活躍が出てきております。市長のほうにも表敬訪問されたり

しております。で、そういった出場の栄誉をたたえてお祝い金、また

さらなる活躍を期待してということで、全国大会等の出場祝金を令和

４年から計上するようにしております。それから一方減額の大きなも

のは１２節、委託料で対馬ギターフェスティバル開催の委託料で皆

減、ギターフェスティバル開催事業委託料につきましては、今年度、

令和３年度は４５０万円計上しておりましたが、この事業につきまし

てギタリストの山下和仁様と県と市、協議会等も合わせて協議をおこ

ないましたが、コロナ禍の状況で海外からのアーティストを招待する

活動も難しく、国内でもまた事業の開催が難しいということで令和３

年度の事業につきましても契約に至らず事業の実施をしておりませ

ん。令和４年度につきましては契約を続けるということはありません

ので皆減ということにしております。また１７節、備品購入費で庁用

車購入費の皆減で減額になっております。次に２３ページの下段から

の２目、公民館費ですが、主に各町に指定管理を含め７館の公民館が

ございますけども、この公民館の維持管理、運営に要する経費となり

ます。増額の大きなものは、１３節、使用料及び賃借料で、厳原地区

公民館の電話機更新にかかる電話交換機借り上げ料の増額。また、コ
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ロナの感染防止対策としての換気入れ替えなどでエアコン使用が増え

たことにともなう光熱水費の増加による対馬市交流センター管理組合

負担金の増額。すいません、１８節、負担金、補助及び交付金の欄で

ございます。増額であります。一方減額の大きなものは、１４節、工

事請負費で施設の維持補修工事の皆減。１８節、負担金、補助及び交

付金で前年度に対馬市開催であった長崎県公民館大会の開催負担金の

減額でございます。 

次に２８ページをお願いします。２８ページの上段からの６項、保

健体育費についてご説明いたします。１目、保健体育総務費ですが、

各町にスポーツ推進委員を委嘱しており、このスポーツ推進委員の協

力により市内各町で実施されております健康増進のためのスポーツイ

ベントやスポーツ教室、またその事業に対する運営教育のための謝礼

金等、さらにスポーツ活動振興補助金や市体育協会補助金等に充てる

予算であります。増額の大きなものは、７節、報償費で、先ほど社会

教育総務費の方でも先ほどは文化芸術分野ですけども、新規として全

国大会等出場祝金の計上であります。こちらがスポーツ関係の出場祝

金を計上させていただいております。一方減額の大きなものは、前年

度実施しました東京オリンピック聖火リレーに要する経費が全て皆減

になっておりますので、大きい部分でいいますと旅費の費用弁償とか

１２節、委託料のステージ設営撤去委託料、音響照明操作委託料、警

備委託料。１３節、使用料及び貸借料の車借り上げ料、会場使用料等

でございます。 

また、目の大きな割合を占める１８節、負担金、補助及び交付金

で、対馬市体育協会補助金及びスポーツ振興活動補助金を昨年度と同

額で計上をしております。最後に、同ページの下段からの２目、体育

施設費ですが、市内に設置しております体育館やプール、総合運動公

園などの体育施設の維持管理に要する経費でございます。増額の大き

なものは、１０節、需用費で施設に係る光熱水補及び修繕料の増額。

１４節、工事請負費で豊玉運動総合公園テニスコートの人工芝張替

え、またシャインドーム峰の自動火災報知設備改修に要する維持補修

工事費の増額でございます。減額の大きなものは、１７節、備品購入

費で前年度計上しておりました豊玉総合運動公園のスポーツトラクタ

ーや峰総合運動公園陸上競技場備品の購入費の減額が主な減額の内容

でございます。以上で生涯学習課関係の当初予算の説明を終わらせて

いただきたいと思います。 

川辺課長 はい。文化財課長。 
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永留教育長 はい。川辺課長。 

川辺課長 令和４年度文化財課関係予算についてご説明させていただきます。

まず、フロー図は５ページになります。４年度の事業としての取り組

みは５ページのフロー図に示してあるとおりです。国・県指定文化財

の保存整備、文化財の調査・記録・保存、関連する文化施設の管理運

営、各種文化財団体との連携が主な柱になっております。峰町木坂の

ふるさと宝物館収蔵庫の防災防犯整備事業は、昨年度に引き続き実施

し、今年度に工事を予定しております。学校や地域との連携はもちろ

ん４月末の対馬博物館オープンにともない、観光交流部局との連携に

も力を入れていく予定です。 

予算参考資料は１２ページと１３ページにありますが、こちらのほ

うはまた時間があるときにゆっくり目を通していただきたいと思いま

す。次に歳出予算資料の２５ページ２６ページをお願いいたします。

文化財保護費にかかる予算の総額は２６ページの中ほどに総額が書い

てありますけど、５６３１万６千円で令和３年度に比べて約７５２万

６千円の減額になっております。その要因としましては、昨年度の金

石城跡石垣等調査資料の終了による委託料の減額が最もなものでござ

います。今年度は新規事業としまして、文化財活用事業を挙げており

ます。これは過去の市内遺跡発掘調査事業で得られました成果の公開

活用事業として、主に上県町越高遺跡に関するシンポジウムや遺跡見

学ツアーなどを実施するものです。また峰町ふるさと宝物館の防災防

犯整備事業について、文化財及び安全かつ適正に保管するために更な

る防犯設備の充実を図ることを目的に、令和４年度まで事業を延長し

て実施いたします。 

次に各節のうち、主なものについてご説明いたします。２５ページ

からの後半のほうからいきます。８節、旅費は各種外部委員会の委員

さんやシンポジウム、講師、有識者の送迎のための費用弁償、旅費で

ございます。１０節、需用費は各種報告書やシンポジウムのためのチ

ラシやリーフレット等の印刷製本費が主なものです。１２節、委託料

は。整備基本計画作成支援業務や施設の除草、石垣保存管理業務、測

量設計管理業務などによるものです。２６ページにいきまして、１４

節、工事請負費は先ほど申し上げました、峰町ふるさと宝物館の防犯

改修工事や１８節、負担金、補助及び交付金は、長崎県歴史研究セン

ターの管理運営負担金、経典等の文化財保存整備事業への補助金、各

保存会等への補助金など多岐に渡っております。また、令和４年度は

対馬島郷土芸能保存会の補助金も計上しております。以上で文化財課
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の予算の説明を終わらせていただきます。 

永留教育長 はい。報告が終わりましたがこの件に関して質疑等ありませんでし

ょうか。 

佐伯委員 はい。 

永留教育長 はい、佐伯委員さん。 

佐伯委員 はい、すいません。庄司次長からお話しいただいたことでちょっと

よくわからなくて。ＩＣＴの借り換えにともなう費用が下がったとい

うことで古い機械をそのまま借り換えたから下がったというようなこ

とだったと認識していましたが、そういうことで間違いないですか。

それは、では今後も古いものを期間だけ切れてまだ使えるときにはそ

のまま使って費用を安く抑えることができるということになるんです

か。 

庄司次長 教育長。 

永留教育長 はい、庄司次長。 

庄司次長 来年度中に契約期間満了となる機種が小中学校ございまして、その

後、年度末まではその満了した機種をそのまま使うということで抑え

られます。またその移行につきましては財政サイドに協議しながら入

れ替え等検討していきたいと考えております。次年度につきましては

途中から年度末までは再リースという対応です。 

佐伯委員 期間の関係もあったんですね。わかりました、ありがとうございま

す。 

永留教育長 はい、他にありませんでしょうか。 

斎藤委員 はい。 

永留教育長 はい。斎藤委員さん。 

斎藤委員 はい、２３ページの全国大会等出場祝金は、上から３番目の１０万

円になっているのと、２８ページの全国大会等出場祝金が２０万にな

っているのは、この違いっていうのはなんでしょうか。 

梅野課長 教育長。生涯学習課長。 

永留教育長 はい、梅野課長。 

梅野課長 すいません。ただいまご質問いただきました、全国大会等出場祝金

について説明をさせていただきます。、まず２３ページの社会教育総

務費のほうの全国大会等出場祝金につきましては、これは文化芸術関

係の活動に対する補助金で、１０万円の内訳としましては、見込みで

ございますので一応１０万円という頭出しをさせていただくというこ

とで、個人として１万円×５人分。団体として５万円×１団体、とい
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うことで５万円と５万円になりまして１０万円計上させていただいて

おります。 

それから２８ページの保健体育総務費のほうの７節報償費で計上し

ております、全国大会等出場祝金。これはスポーツ部門のほうになり

ますけれども、こちらに２０万円計上しておりますが、これにつきま

しては個人１万円×５人分。団体５万円×３団体。ということで２０

万円を計上させていただいております。これにつきましては、どれだ

け出てくるというのはわかりませんので、当初予算としては低く、低

くといいますかこれくらいの計上にさせていただいております。ま

た、今後、来年度、多数、そういう大会出場が出てくればまた補正予

算等で対応させていただきたいと考えております。以上でございま

す。 

斎藤委員 ありがとうございます。 

永留教育長 はい、ほかにありませんか。 

早田委員 はい、教育長。 

永留教育長 早田委員さん。 

早田委員 予算参考資料の中からです。９ページの厳原小学校改修工事の中の

基本設計委託料３，７４０万円、これはどこまでの工事費になるんで

しょうね。これが全額ということになるんですかね。 

庄司次長 はい。教育長。 

永留教育長 はい。庄司次長 

庄司次長 これが全額ということではなくてですね、基本的に場所にどういっ

た規模のものを建てるのとかいう計画をですね、基本的な計画をする

ためのもので、実際の建築に入りますとまたその翌年度ですね実施設

計ということで、詳しい建物の規模とか構造とかを計上するようにな

ります。今回の分につきましては面積的なものもございますのでどこ

にどういった施設をつくるとかという計画を作っていくような設計に

なっています。 

早田委員 今年はそういう調査的なものをしてから設計に入るということです

ね。 

庄司次長 調査といいますか、基本的な建物の構造とかというよりもですね、

面積に合ったものをどこにどういう対象をというような計画を作って

いくようになります。 

早田委員 令和５年度から工事自体はやりだすのでしょうか。 

庄司次長 いえ、まだです。５年度には実施設計となります。実際の建物を作
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るための設計を組んでいくような形になると思いますので、実際の工

事にはもっとそれからあとになります。 

早田委員 わかりました。 

もう１つよろしいでしょうか。細かいところなんですけれど、１７

ページ、小学校費、中学校費もなんですけれど、教育振興費の報償費

ですね、卒業記念品代と運動会賞品代とかが、４年度は運動会賞品代

は私、いらないと思ってたんですけど、卒業記念品代もなくなるんで

すか。これはどうなんでしょうか。 

庄司次長 はい。教育長。 

永留教育長  教育総務課長。 

庄司次長 これにつきましてはですね、財政のシステム的なもので科目の構成

を行った関係で、この卒業記念品代と運動会賞品代を、まとめて記念

品代ということで、一番上の記念品代というとこにまとめておりま

す。こちらの記念品代は令和３年度は０ですけれども翌４年度には９

１万ということで計上されておりますので、こちらにまとめていると

いうことです。 

早田委員 はい。わかりました。 

永留教育長 はい、別件でありませんでしょうか。 

一宮委員 はい。 

永留教育長 はい。一宮委員さん。 

一宮委員 ２７ページ。１２節の測量調査、委託料費が減額と、そしてもう一

つ、１４節の工事請負費が０になっているんですけども、文化財課の

予算的には、０で大丈夫なんでしょうか。 

川辺課長 それはですね昨年度の事業、令和３年度はあった事業を、令和３年

度には終了してしまった事業の分なので、今年度にはあまり影響はご

ざいません。新しい事業はまた出てます。文化財の関係事業は年度ご

とに変わっていきますので、終了したものに対しては前年度の予算を

上げるという関係でですね、比較ということで、前年度あったけれど

今年度はもう終わっているからもうありませんよということになりま

す。 

一宮委員 活動自体に影響がなければそれで大丈夫です。こちらもですね、１

４節４番目もそうですね。 

川辺課長 文化財の設置工事とかも修理、改修事業のほうでしていますので、

大丈夫です。 

一宮委員 上の保存修理工事もですね。 
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川辺課長 はい、この保存修理工事というのがですね、令和３年度は４００万

に上がっていますので、今年度、これは中身は越高遺跡の保存修理工

事になりまして、令和３年度事業ということで、今年度に工事が終わ

っておりますので、来年度はありません。 

一宮委員 

 

はい。すいません。文化財課の方がいろんな遺跡とか活動が積極的

でいい形で動いていると思うのですけれど、予算が十分な活動をされ

るのに満たされてるのかという質問です。 

川辺課長 そうですね、補助事業、国や県の補助金がつく補助事業というのは

割合に予算をつけてもらいやすいんですけれど、短期、対馬市が全部

独自の財源で賄わなければいけない工事とかはですね、なかなか厳し

いところが現実です。ですので、また予算がついても、その事業を実

行する職員もありますし、正直これはどこの部署でも同じだとは思う

んですけども、みなさん厳しい中で頑張っているので、その中でやっ

ていかなくてはならないかなと思います。 

一宮委員 はい。ありがとうございました。 

永留教育長 以上でこの件は打ち切りたいと思います。報告第３号「令和４年度

一般会計当初予算（教育費）」についての報告は終了いたします。 

続きまして日程第６、報告第４号「令和４年度対馬市島っこ留学里

親及び留学生の決定について」を議題とします。事務局から報告をお

願いします。 

庄司次長 教育長。教育総務課長。 

永留教育長 はい。庄司次長。 

庄司次長 それでは、報告第４号「令和４年度対馬市島っこ留学里親・留学生

の定について」報告をいたします。資料につきましては対馬市島っこ

留学里親及び留学生決定の資料と別冊の里親に関する資料と２冊によ

りご説明させていただきます。また別冊の里親に関する資料につきま

してはこの会終了後に回収させていただきますのでご了承いただきた

いと思います。 

それでは対馬市島っこ留学里親、留学生の決定の報告をお開きくだ

さい。令和３年１１月８日に書面にて第２回対馬市島っこ留学推進協

議会を開催し、里親の更新終了、新規里親の承認について報告し、令

和４年２月４日に開催しました第３回対馬市島っこ留学推進協議会

で、留学生の終了・新規受け入れについて下記のとおり決定されまし

たので、対馬市島っこ留学制度実施要項第２条第２項の規定により教

育委員会に報告するものです。 

まず、里親についてですが、終了となる方が２世帯。新規にお引き
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受けいただく方が１世帯となり、４年度につきましては○○○学校区

のみとなります。次のページに記載のとおり現島っこ留学生について

は、５名全員が終了となります。下段に記載のとおり令和４年度留学

生については、里親の終了や卒業による留学の終了にともない、新規

の１名のみの留学生となります。 

別冊の島っこ留学の資料の１ページから３ページに終了申込書及び

新規里親申込書を添付しております。１ページ２ページは現里親の終

了申請書になります。３ページに新たに里親となっていただく住屋さ

んの申込書となっております。４ページからは決定となった申込者の

調書、５ページから１０ページ、１１ページに申込関係の書類を付け

ております。 

ご覧のとおり、神奈川県から○○○学校２年生に１名の女子生徒の

編入となります。昨年の１０月から１２月までですね、申込期間を設

けておりましたが、この間に事前視察とかを受けましてその後最終的

に３名の留学希望がありましたけれども、先ほど申しましたように、

里親の終了とかの要因で里親受け入れ可能人数が減少しました。また

男子と女子の組み合わせなど留学先の学校長を含め、協議会において

慎重に議論いただきまして、受け入れ留学生の決定をいただいており

ます。受け入れすることに決定した生徒は●●●さんという女子生徒

になります。以上、簡単ですが報告を終わります。 

永留教育長  はい、報告が終わりましたら、この件に関して質疑はありませんで

しょうか。 

斎藤委員  教育長、すみません。 

永留教育長  はい、斎藤委員さん。 

斎藤委員  すみません、ちょっと細かいことで、その●●●さんの新規の留学

期間というのは、令和３年度の１年間でしょうか。 

庄司次長  あっ、すみません。４年です。 

斎藤委員  ですよね、すみません。 

庄司次長  はい、４年度のまずは１年間ということです。すみません。 

斎藤委員  すみません、有難うございます。 

永留教育長 ほかにありませんか。 

一宮委員 はい。 

永留教育長 はい、一宮委員さん。 

一宮委員  はい、一宮です。まずはあの２、３お尋ねしたいんですけど、里親

さんの２名の方は３年で契約は終了。それとも里親さん方がご希望を
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されなかったのかどちらかっていうのを教えてください。 

庄司次長  そこからでいいですか 

一宮委員  もう一点は、この●●●さんは、資料を拝見していると頑張り屋さ

んで、すごく良い生徒さんみたいな感触を受けるんですけども。神奈

川からわざわざ対馬に来て、島っこ留学をご希望されているという理

由をお尋ねしたいと、以上２点まとめてお願いします。 

永留教育長  はい、庄司次長。 

庄司次長  まず、里親の終了についてなんですが、里親について年限はござい

ません。あくまでも現在の里親さんの希望による終了申し込みという

ことでございます。 

一宮委員  はい。 

庄司次長  で、それからこの留学生の●●●さんについてなんですけれども、

なかなか詳しいところまでは聞いていないんですけれども、一つは本

人希望欄にも書かれているように、神奈川県から来るこということ

で、自然の中で暮らして新しい自分を見つけたいというところが大き

なところかと思っていますけれども。色々、留学生については情報と

かですねいろんな留学をしている自治体の情報もインターネット上に

載っておりますが、その中から対馬の環境を気に入られてこちらの方

に申し込まれたと考えております。 

永留教育長  よろしいですか。 

一宮委員  はい。 

永留教育長 はい、別件でありませんか。ないようでしたら、報告第４号「令和

４年度対馬市島っこ留学里親及び留学生決定について」の報告は終了

いたします。 

続きまして日程第７、報告第５号「要保護及び準要保護児童生徒の

認定等について」お願いいたします。事務局から報告をお願いいたし

ます。 

吉野課長 教育長、学校教育課長。 

永留教育長 はい、吉野課長。 

吉野課長 お配りしております資料は７ページをご覧ください。なお、校種別

学校別児童生徒の氏名等につきましては、別にお配りしている資料を

ご参照ください。この資料については、この会終了後に回収いたしま

すことをご了承ください。 

今回は令和４年１月４日現在の認定者数と令和４年２月１日現在で

認定した要保護及び準要保護の人数を報告します。小学校の準要保護
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認定者は１月４日現在の認定者が１６３名、２月１日現在の新規認定

が１名、認定が取り消しとなった児童が１名で１６３名となっており

ます。中学校の準要保護認定者は、１月４日現在の認定者が１０７

名、２月１日現在の新規認定が１名、認定が取り消しとなった生徒が

１名で１０７名となっております。 

次に要保護についてです。小学校の要保護認定者は、１月４日現在

の認定者が７名、２月１日現在の新規認定が１名で、８名となってお

ります。中学校の要保護認定者は、１月４日現在の認定者が１１名、

２月１日現在の新規認定はありませんでした。以上で報告を終わりま

す。 

永留教育長 はい、報告は終わりましたが、この件に関して質疑はありませんで

しょうか。はい、質疑等ないようですから、報告第５号「要保護及び

準要保護児童生徒の認定等について」の報告は終了いたします。 

はい、それでは前に戻りまして、日程第４、議案第３号「令和４年

度教職員の異動に関する内申について」を議題とします。事務局から

提案事由の説明をお願いします。 

吉野課長 教育長、学校教育課長。 

永留教育長 はい、吉野課長。 

吉野課長 「人事案件につき非公開」 

永留教育長  はい、それでは今から資料といいますか、異動案を配りますけれど

も、その異動案を見ていただく時間を兼ねて休憩を取りたいと思いま

す。私の時計で５時から開始します。 

 （休憩） 

 （再開） 

永留教育長 はい、会議を再開いたします。資料を見ていただいたと思いますの

で、審議方、よろしくお願いします。何か質疑等ありませんでしょう

か？ 

会場 ありません。 

永留教育長  はい、質疑等ないようですから、これから議案第３号を採決しま

す。お諮りします。議案第３号「令和４年度教職員の異動に関する内

申について」は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

会場 「異議なし。」の声。 

永留教育長 異議なしと認めます。よって議案第３号は、原案のとおり承認され

ました。 
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続きまして日程第８「その他」の事項に移ります。まず初めに、各

課の事業予定を報告させていただきたいと思います。お手元に３月分

の事業予定表を配布しておりますのでご覧ください。教育総務課から

順に主な内容について報告をお願いします。 

庄司課長  教育長、教育総務課長 

永留教育長  はい、庄司次長。 

庄司次長 はい、それでは教育総務課の事業予定を報告いたします。まず２日

に市議会の予算審査特別委員会に出席をいたします。これは全課共通

でございます。５日土曜日に南小学校の閉校式を開催いたします。皆

様には出席方よろしくお願いいたします。９日水曜日に総務文教常任

委員会が開催されますので出席をいたします。１０日の木曜日第３回

目の豆酘中学校統合に係る保護者説明会を開催するようにしておりま

す。それから１３日の日曜日に今度は佐須中学校の閉校式を開催いた

します。こちらにも出席方よろしくお願いいたします。そして下にい

きまして、２４日に令和４年第３回の教育委員会会議を開催予定とし

ております。以上でございます。 

永留教育長 学校教育課お願いいたします。 

吉野課長  教育長、学校教育課長。 

永留教育長  はい、吉野課長。 

吉野課長 はい、学校教育課関係です。１日が園長会、２日が校長会、３日が

教頭会です。１５日中学校の卒業式があります。それと幼稚園・こど

も園の卒園式です。１６日が金田小の卒業式です。１７日その他の小

学校の卒業式があります。１８日は幼稚園・こども園の修了式になり

ます。小・中学校の修了式は２４日になります。 

ここにはまだ載せていませんでしたが、現在の予定として２８日に

退職の辞令交付式を予定しております。また３１日も県での新補校長

の辞令交付式がなくなりそうですので、新補校長の辞令交付式を対馬

市では行う予定をしております。以上です。 

永留教育長 生涯学習課お願いします。 

梅野課長  はい、教育長。生涯学習課長。 

永留教育長  はい、梅野課長。 

梅野課長 生涯学習課関係の行事予定について報告いたします。行事は何も主

催はございませんが、対馬市議会３月定例会の日程が決まってしまい

ましたので、そのあたりに入れました。２月が３月２２日火曜日に第

２回社会教育委員、公民館運営審議会委員の合同会議を開催するよう
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に予定しております。また３月２５日に体育施設適正配置及び未活用

推進委員会を開催するように計画いたしております。それから月間業

務といたしまして、年度変わりになりますので、令和４年度の各種契

約関係の準備を進めてまいりたいと考えております。以上でございま

す。 

永留教育長 はい、文化財課お願いします。 

川辺課長  文化財課長。 

川辺課長 はい、文化財課の３月の主な予定はですね、３月１２日に金田城の

特別史跡に認定されてちょうどこの３月で４０周年を迎えるのを記念

しまして、現地でまだ非公開の南門というところがありまして、そこ

を一般公開する予定にしております。ただ、コロナ関係がありますの

で人数は少し絞らせていただいて２０人程度ということで募集をかけ

ております。３月１４日には第２回の対馬市文化財保護審議会を峰で

開催する予定にしております。３月２１日と２２日の２日間に越高遺

跡の調査検討委員会を熊本大学で開催するという予定にはしておりま

す。コロナの関係でまだ不透明なところがありますが、もし行けなか

ったら、またオンラインとかに切り替わるかもしれません。あと行事

予定表の中には入っておりませんが、３月３０日に小綱の盗難仏像事

件の裁判が韓国である予定です。新聞とかでも報道されておりますと

おり、今回は観音寺の住職が参加の意向を示されております。ただ、

コロナの関係とかでまた公判の日にちも結構動いたりするので、今の

ところどうなるか不安定な感じです。国や県と情報と連絡を密にしな

がらサポートしていきたいと思っております。文化財課は以上です。 

永留教育長 はい、事業予定の報告が終わりましたが、この件に関しまして質疑

等はありませんでしょうか。 

早田委員 なかったら。 

永留教育長 はい、早田委員さん 

早田委員 ３月中じゃないんですけど、４月１日のことになるので、ちょっと

確認をしておきたいんですけど、辞令交付式がありますよね、それは

教育委員は全員出席でしたっけ。 

永留教育長  はい、吉野課長。 

吉野課長  辞令交付式はですね、もうしないようになっています。 

早田委員  去年からもうやってない？ 

吉野課長  去年、一昨年からもう２回ですね。もうしないこととしております

ので、辞令交付式はありません。 
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早田委員  わかりました。スケジュールを書いとかなくちゃいけないですか

ら、はいですね。 

永留教育長 はい、ほかにありませんか。では事業予定に関しては以上で終わり

ますが、事務局から何か「その他」でありませんでしょうか。 

ないようでしたら、委員さん方から何か「その他」の事項でありま

せんでしょうか。 

はい、ないようでしたら本日の会議はこれで終了いたしますが、次

回の会議日程の件で事務局からお願いします。 

事務局 次回は３月２４日木曜日１４時から、場所は峰行政サービスセンタ

ー会議室を予定しております。 

永留教育長 はい、次回の会議日程について提案がありましたが、皆様のご都合

はよろしいでしょうか。 

会場 「はい。」の声。 

永留教育長 はい、それでは次回の会議は、３月２４日木曜日に開催いたしま

す。開始時間は１４時から。峰行政サービスセンター会議室を予定し

ております。後日事務局から改めて通知はいたします。 

これで本日の日程は全部終了しましたので会議を閉じます。以上を

もちまして令和４年第２回対馬市教育委員会会議を閉会しますどうも

遅くまでお疲れ様でした。 

会場 お疲れ様でした。 
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